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令和８年度宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくりアドバイザー派遣事業

（特殊詐欺と各種犯罪）

業務委託に係る企画提案競技実施要領

生活・協働・男女参画課

１ 事業の目的

自治会・学校・企業等の団体・組織に専門的な知識と経験を持つアドバイザー

を派遣し、増加する特殊詐欺をはじめとした犯罪に強く、安全かつ安心して暮ら

せる地域を目指すことを目的とする。

２ 事業の概要

派遣の申込みを受理後、申込み団体と日程調整を行った上で実施していただき

ます。

(1) 派遣内容

・ 特殊詐欺防止に関する講話、指導、助言

・ SNS型投資・ロマンス詐欺、闇バイトに関する講話、指導、助言

・ 地域における安全で安心なまちづくりに関する相談、講話、指導、助言

・ 社会情勢の変化などにより起こる犯罪に関する相談、講話、指導、助言

(2) 派遣回数

県内 ４５回

（派遣地域の指定は特にありませんが、派遣先団体等を選定する際は、地域や

年齢層のバランスを考慮してください。）

(3) 派遣実施報告

毎月、県に派遣先、日時、派遣者名、内容、受講者数等記載の報告書、派遣

実施後のアンケートを提出していただくとともに、年度末にはアドバイザー派

遣事業に係る成果報告書及び収支決算書を提出していただきます。

※ 詳細な事業内容や事業全体の流れについては、業務委託仕様書、別紙１

（派遣の流れ）を参照してください。

３ 委託法人数

１法人

４ 委託期間

契約締結の日から令和９年３月１５日まで

５ 委託料

1,241,900円（消費税及び地方消費税額を含む。）を上限とします。

※ 委託料は、精算払とします。

但し、委託業務の円滑な運営が困難と認められる場合は、概算払いとします。
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６ 企画提案競技参加資格要件

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

(1) 県内に事業所又は事務所を有する法人格を有する団体であること

(2) 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的とした法人でないこと

(3) 暴力団でないこと、又は、暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体構

成員を含む。）の統制下にある法人でないこと

(4) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと

(5) 県税（個人県民税及び地方消費税を除く）の滞納がないこと

(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は

破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと

(7) この公告の日から委託候補者を選定するまでの間に、宮崎県からの受注業務

に関し、指名停止の措置を受けていない者

(8) 法令違反等による処分が継続していないこと

７ スケジュール（予定）

(1) 実施公告 令和８年４月２２日（水）

(2) 説明会 令和８年５月１１日（月）

(3) 企画書等提出期限 令和８年５月２２日（金）

(4) 審査結果通知 令和８年５月２９日（金）

(5) 事業開始日 令和８年６月上旬

８ 企画提案競技の方法

(1) 説明会の開催

企画提案競技に参加を希望される方を対象に本事業の内容等に関する説明会

を開催する予定です。

開催日時・場所については以下のとおりです。

① 開催日時 令和８年５月１１日（月） 午後３時～（約１時間程度）

② 開催場所 宮崎市橘通東２丁目１０番１号県庁本館３階 総合政策部会議室

(2) 企画書等の提出

① 提出書類等

参加申込書（別紙２）に必要事項を記載し、次の書類を添付の上、提出し

てください。

ア 企画書（様式自由、内容を具体的に記載してください。）～３部

イ 業務従事者動員計画及び担当者経験一覧 ～３部

（派遣の事前調整及び派遣従事者を具体的に記載してください。）

ウ 業務実績一覧 ～３部

本事業の目的や概要に関連するものであれば、分野は問いません。
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過去２年の実績の報告とします。

上記業務における成果を確認できる資料も添付してください。

エ 団体の概要がわかる資料（会社パンフレット代用可） ～３部

オ 費用見積書 ～原本１部、写し３部

費用内訳を記載してください。

・ 金額～税込み

・ 宛名～宮崎県知事 河野 俊嗣

・ 業務内容～令和８年度安全で安心なまちづくりアドバイザー派遣事

業委託業務

カ 納税証明書（個人県民税及び地方消費税を除く） ～１部

キ 暴力団排除に関する誓約書（別紙３） ～１部

② 提出期限等

ア 令和８年５月２２日（金） 午後５時（必着）

イ 提出先

〒８８０－８５０１ 宮崎県宮崎市橘通東２丁目１０番地１

宮崎県総合政策部 生活・協働・男女参画課

消費・安全担当（担当者 細川）

電話（直通）：０９８５－２６－７０５４

ウ 提出方法

持参又は郵送

(3) 審査

書類審査による企画提案競技方式とし、次の各項目の順位点の合計得点が最

も高かった応募者を受託者として決定します。

（審査基準）

① 企画内容

事業の目的に沿った犯罪抑止効果が期待できるか。

② 事業遂行体制

派遣や実績報告など、事業実施に十分に対応出来る体制になっているか。

③ 業務実績

派遣内容に関する十分な業務実績と豊富な知識等を有しているか。

④ 費用見積

事業を実施するにあたり、不要な経費を計上していないか。

また、単価設定は妥当か。

(4) 審査結果の通知

採択・不採択にかかわらず通知します。

９ 契約について

契約の候補団体と宮崎県との委託契約について、事前に双方の意思確認を行い

ます。
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10 事業報告

事業終了後、速やかに活動内容、成果等を記載した事業実績報告書を提出して

いただきます。

11 その他

(1) 企画提案競技に関する質問・問い合わせは、下記連絡先まで電話、ファクシ

ミリ又は電子メールにてお願いします。

（連絡先）

・ 担当 宮崎県総合政策部 生活・協働・男女参画課 消費・安全担当 細川

・ 電話（直通） ０９８５－２６－７０５４

・ ＦＡＸ ０９８５－２０－２２２１

・ 電子メール seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp

※ いただいた質問のうち、全ての応募者に周知の必要があると判断されるも

のについては、県庁ホームページ等でお知らせします。

(2) 今回の企画提案競技への応募に要する経費については、応募者の負担とします。

(3) 提出書類については返却しませんので、注意してください。

(4) 受託者は、業務の処理に当たって、業務の内容及び範囲について県（発注者）

と十分に打合せを行い、業務の目的を達成するものとします。


